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大阪労働局による行政指導に関する申し入れ

１０月５日、大阪労働局が会社に対して指導文書を出した。１０月７日には関連会社の

ＳＥＫ（新幹線エンジニアリング）にも指導文書を出した。

大阪仕業検査車両所での外注会社への請負作業実態について、組合は７月と８月に連続

して申し入れ、その作業の実態と内容に問題があることを訴えてきた。そのような中、７

月１７日に大阪労働局によって大阪仕業検査車両所の現場調査が実施された。

大阪仕業検査車両所では７月１日から大幅に仕業検査体制を変更して効率化を実施し

た。しかし、８月３日から突然、その連絡体制を２点に渡って変更した。組合からは、再

三、ＳＥＫへの業務委託の形態と内容に違法性があることを指摘し、委託している作業を

直営化とするなど、適正な要員確保に努めるよう申し入れてきた。

まさしく労働局の役割は、労働基準行政として事業主に対する労働基準に関する法令や

通達に定める措置や遵守、派遣元及び派遣先の事業主に対して法令の遵守の徹底を図るた

めの行政指導を行うことである。よって、今回の文書による行政指導は、そういった請負

体制に対する行政指導であると考える。

よって以下のとおり申し入れるので早急に労使協議の場を設定すること。

記

１．１０月５日、大阪労働局から行政指導を受けた事実について会社の見解を明らかにす

ること。

２．１０月７日、大阪労働局からＳＥＫ（（株）新幹線エンジニアリング）の関連会社に

対して、行政指導があったことについて会社の見解を明らかにすること。

３．文書で行政指導された指導内容を全て明らかにすること。

４．厚生労働省・労働局からの行政指導を重く受け止め、早急に請負作業の実態を見直す

こと。

５．ＳＥＫに対する請負作業の実態が問題であると考えるが会社の見解を明らかにするこ

と。

６．大阪仕業検査車両所での請負作業における労働者の管理・実態が、労働省告示第３７

条において、請負でなく派遣であると認められたことが原因であると考える。会社の

見解を明らかにすること。

７．行政指導を受けた事業主は改善義務がある。予定している改善内容を明らかにするこ

と。

８．行政指導に対する改善の報告義務がある。予定している報告内容を明らかにすること。

９．現場社員に対して、労働局から行政指導を受けた事実を知らせる内容の掲示を出して、

社員への報告と謝罪をすること。
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